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期間を定めて雇用される労働者の育児休業等の取得要件についての考え方  

○ 平成16年の育児・介護休業法の改正により、期間雇用者であっても、僻こよ   

サ雇用の継続が見込まれると考えられる労働者については育休制度等の対象となったところ。（平成   

17年4月1日施行）   



参考資料2  

参考データ集   
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期間雇用者の育児休業取待について  

1 有期契約労働者を雇用する事業所の状況について  

○ 契約更新と更新回数の上限の有無  

図表1各就業形態の契約更新と更新回数の上限の有無  （％）  

回数の上限なく  
更新なし   

更新する   回数の上限あり  
合計   

特定職種の契約社員   81．3   5．3   13．5   100   

短時間パートタイマー   82．6   3．3   14．1   100   

その他パートタイマー・契約社員   85．9   6．1   8．0   100   

嘱託社員   79．6   17．0   3．4   100  

反復更新  雇止めの  

する者がいる    明らかな者のみ   
合計  

81．9   18．1   100   

○ 更新回数の上限の有無別、契約更新の基準  

図表2更新回数の上限の有無別契約更新の基準（更新のある就業形態）   （％）  

更新回数の  特段の事情がない限り更新するか  

上限  はい  いいえ  無回答   合計   

特定職種の契約社員   
ある  90．0  6．3  3．8  100  

≧誉こここ、  斉川・  
ある  83．7  14．3  

短時間パートタイマー  
2．1  100  

㍗誉豊牒′宣 夕ご◆こヒ  嘉£二遠ゴや‘一′ヾくニ 

88．7  8．4  2．9  
その他パートタイマー・ 

100  

契約社員  ある                 絃誠嗅、被ご≠’三、±    ㍍療彗ふミ：裏～1ト：・                       飛燕滞諾真二．′撒蔓      豊  ・軍産撃瑚楷三、ノ㌣圭一   
ある  76．2  12．8  11．0  100  

嘱託社員  

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関す   

る研究」（平成20年度）  

参2－1   



2 有期契約労働者の雇用継続の希望について  

○契約期間満了後の希望別有期契約労働者の割合（n＝12，489）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

■契約を更新したい  

■現在の会社で正社員として働きたい  

□現在の会社で非正社員として、継続して（期間の定めのない契約で）働きたい  

ロ別の会社で有期契約労働者として働きたい  

ロ別の会社で期間の定めのない契約（正社員、非正社員に関わらず）で働きたい  

日しばらくは働かない、引退したい  

ロその他  

口不明  

○今後継続して勤めたい期間別有期契約労働者の割合（n＝12，489）   

0％   10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

■6ケ月以内  ●6ケ月超～1年以内臼1年超～3年以内 ロ3年超～5年以内  

四5年超～10年以内日10年超～  □不明  

出典：厚生労働省「平成17年有期契約労働に関する実態調査報告」（平成17年度）   
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3 有期契約労働者の育児休業の取得状況について  

○ 育児休業給付の期間雇用者の支給状況  

（単位：人、％）  

初回受給者数  

期間雇用者以外  期間雇用者  

（前年比）  （前年比）  （前年比）   

平成17年度  118，339（5．4）  116，097（3．6）  2，242  

平成18年度  131，542（10．0）  126，772（8．4）  4，770（53．0）  

121．923  116，741  5，182   
（20年1月まで）  

平成19年度  

出典：雇用保険業務統計  

○ 有期契約労働者の育児休業取得者割合  

配偶者が出産した男性労  
出産した女性労働者に占め  

働者に占める育児休業取得  
る育児休業取得者の割合  

者の割合   

全  体   72．3   0．50   

有期契約労働者   51．5   0．10   

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）  

※ 全事業所において、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に出   

産した者（男性の場合は配偶者が出産した者）に占める、平成17年10月1日までの   

間に育児休業を開始した者の割合  

参2－3   



○ 有期契約労働者の育児休業取得者割合  

図小2－1（出産者）就業形態別育児休業取得の有無  

0％  20％  40％  60％  8摘  100％  

全体（284）  

ロ取得した  ■取得しなかった  ■無回答  

特定職種の契約社貞〔23）  

短時間パートタイマー（61）   

その他ハ○｛タイマー・契約社貞（123）  

嘱託職貞（12）  

その他直接雇用（38）  

派遣労働者（19）  

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関す   

る研究」（平成20年度）  

※ 平成17年4月1日から平成19年7月までの間に出産した女性の有期契約労働者に   

占める、育児休業を開始した者の割合  

○ 育児休業を取得した有期契約労働者に聞いた育児休業を取得しなかった   

場合の対処  

囲4－4－1（取得者）就業形態別育児休業取得しなかった場合の対処  

0％  20％  40％  60％  8凋  10凋  

全体（198）  

ロ退職していた口座休復すく＼に復職していた■わかちない■無回答  

特定職種の契約社貞（19）  

短時間パートタイマー（38）   

その他ハ○一トタイマー・契約社貞（92）  

嘱託職貞（8）  

その他直接雇用（29）  

派遣労働者（6）  

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関す   

る研究」（こ平成20年度）  

参2－4   



○ 事業所における有期契約労働者の育児休業に関する規定の状況  

対象労働者  

対象労働者  

対象労働者  

の範囲を育  

の範囲を育  

児・介護休  決めて  
総 計  不 明  

業法による  いない  

業法による  

要件よリー  

要件と同じ  

部広くして  

としている  

いる  労働者とし  

ている  

100．0   46．4  53．3   0．3   

（100．0）   （95．9）   （1．9）   （2．2）  

100．0  28．0  72．0  

（100．0）  （98．4）  （1．6）  

100．0  37．0  63．0  

（100．0）  （87．3）  （4．0）  （8．6）  

100．0  37．7  61．9  0．4  

（100．0）  （97．8）  （0．9）  （1．3）  

熱供給・  64．8  35．2  

（100．0）  （90．5）  （8．7）  （0．8）  

100．0  38．8  61．2  

（100．0）  （97．1）  （1．3）  （1．6）  

100．0  33．9  64．4  1．7  

（100．0）  （90．4）  （2．9）  （6．7）  

100．0  49．0  50．5  0．5  

（100．0）  （95．0）  （2．6）  （2．4）  

100．0  70．0  30．0  

（100．0）  （97．7）  （2．3）  （0．0）  

100．0  39．6  60．1  0．3   

（100．0）  （98．7）  （0．4）  （0．9）  

業  100．0  58．3  41．7  

（100．0）  （99．7）   （－）  （0．3）  

100．0  38．0  62．0  

参2－5   



（100．0）  （98．6）  （0．1）  （1．4）  

蔓業  100．0  48．5  51．4  0．1  

（100．0）  （98．9）  （0．2）  （0．9）  

事業  100．0  68．6  31．4  

（100．0）  （98．1）  （1．9）  （－）  

100．0  47．7  52．3  0．0   

（100．0）  （97，1）  （1．7）  （1．1）  

100．0  72．9  27．1  

（100．0）  （94．1）  （3．4）  （2．4）  

9人  100．0  59．6  40．2  0．2  

（100．0〉  （95．0）  （2．1）  （2．8）  

100．0  48．3  51．7  0．0  

（100．0）  （95．6）  （2．0）  （2．4）  

100．0  45．0  54．6  0．4  

（100．0）  （96．0）  （1．9）  （2．1）  

再掲）  100．0  51．0  48．9  0．1   

（100．0）  （95．4）  （2．1）  （2．5）  

育児休業制度の規定がある事業所＝100．0％  

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）  

※ 平成17年10月時点  

参2－6   



○ 育児休業を取得しなかった有期契約労働者の取得しなかった理由  

図4－5－2（非取得者）取得しなかった理由（複数回答n＝84〕  

0  5  10  15  20  25   

1．職場に育児休業制度がなかった  

2．自分は制度適用対象外だった  

二3．取得した前例がなかった  

4．取得できる雰囲気でなかった  

5．取得すると同僚に迷惑をかける   

6．復職のとき仕事や職場に適応できる  

か不安  

7．取得すると、経済的に苦しくなる   

8．取得すると、社会かち取り残される  

のではないか  

9．子どもをみてくれる人がいたので、  

休業の必要がない  

10．その他  

無回答  

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関す   

る研究」（平成20年度）  

※ 平成17年4月1日から平成19年7月までの間に出産した女性の有期契約労働者中   

育児休業非取得者  

参2－7   



参考資料3  
仕事と介護の両立について   

○家族の介護・看護のために離転職している雇用者が5年間で約45万人（※1）  

○ 年次有給休暇、欠勤、遅刻、早退により家族の介護に対応している労働者が多い（※2）  

◇   働者が、仕事と 護の両立ができるよ F長期の  

りこ加え、一潮時間単位などで取得できる「短期の休暇」も必要との指摘  

介
護
休
業
の
開
始
 
 

職
場
復
帰
 
 

介
護
休
業
の
終
了
 
 

介護休業期間  
※対象家族1人につき、－の要介護  

状態ごとに1回、通算して93日まで  

その都度発生する突発的な休暇のニーズ  

× 
（例）気になった場合  

施設の更新手続き  

介護を要する家族を抱えた労働者が雇用  

を継続していくために、家族の介護に関す  

る長期的方針を決めるための期間  

居宅サービスー施設サービス（介護老人福祉施設、介  

護老人保健施設）等の介護サービスを利用しながら、  

介護を行う期間  

（※1）総務省 就業構造基本調査（2002年）  

（※2）JILPT「介護休業制度の利用拡大に向けて」（2006年）   



参考資料4  

権利の性格について（事務局まとめ）   

事業主による措置義務とする場合  

事業主の承諾を不要とする場合  事業主の承諾を必要とする場合   

○ 労働者が法律に基づき、事業主に対する  

「請求」という意思表示（単独の意思表示）を   

することにより、事業主の労務提供請求権及   

び労働者の労務提供義務を消滅させるとい   

った法的効果（民事効）を生じさせる権利（い   

わゆる「形成権」）。  

○ 労働者が法律に基づき、事業主に対し「請求で   

きる」権利であるが、承諾が得られない限りは、   

事業主の労務提供請求権及び労働者の労務提   

供義務は消滅しない。   

○ 請求に対して事業主が応ずるかどうかは任意と   

なるため、労働者の権利をより確実にするために   

は、法制上、別途事業主に応答義務等を課す必   

要がある。また、使用者の承諾を得るため、労使   

間の協議・交渉など意見調整のスキームが必要   

になる。   

○ 国家公務員育児休業法の育児短時間勤務の   

場合には、「当該請求をした職員の業務を処理す  

○ 事業主が法律の規定に基づき、就業規則や   

労働協約により、措置を事業所内制度として   

設けることによって、労働者の権利を発生さ   

せる。（規定が設けられていない場合には請   

求できない。）  

○（彰公法上の法的効果としては、違反してい   

る場合には、法律に基づく行政指導の対象と   

なり、②私法上の法的効果としては、義務規   

定違反の行為について、損害賠償請求権の   

発生の根拠となる。  

○ 労基法に基づく年次有給休暇の権利など   

の場合には、「事業の正常な運営を妨げる」  

ことを解除理由とする使用者の時季変更権  

が認められている。  

るための措置を講ずることが困難」である場合を  

除き、承認しなければならない。  

（労働関係法令における例）  

○ 労働基準法の年次有給休暇の権利、育   

児・介護休業法の育児・介護休業、時間外労   

働の制限及び深夜業の制限、スウェーデン   

の両親休暇法に基づく部分両親休暇 など  

（労働関係法令における例）  

○ 国家公務員育児休業法の育児短時間勤務、イ   

ギリスの柔軟な働き方、ドイツの親時間中におけ   

る労働時間の短縮 など  

（労働関係法令における例）  

○ 育児・介護休業法の勤務時間の短縮等の   

措置 など   



諸外国の短時間勤務制度（08年「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査研究」（ニッセイ基礎研）より（未定稿））  参考資料6  

子を持つ親に、柔軟な働き方を事  労働時間を週16時間を下回ることなく、少   親時間による休業期間中  子を持つ親が、勤務時間  
業主に申請する権利を付与   なくとも1／5削減できる。   であっても、週30時間以   の短縮として、12．5％、  

※勤務時間の短縮の仕方については、実   内の就業は認められる。   25％、50％、75％の中  
②労働時間帯の変更   際には労働協約によって定められている場  ※両親が同時に親時間を  から選択できる。  

合が多い。   取得する場合には、合計  
等の中から、契約の変更を申請  で週60時間以内  

原則6歳未満の子   原則満3歳の誕生日まで   原則3歳まで   子が満8歳になるまであ  

るいは小1終了まで   

○使用者は、従業員からの申請  ○取得を希望する従業員は、出産休暇の   ○パートタイム労働を希望  ○完全両親休暇と同様  
書受領後28日以内に協議する。   終了前または育児親休業開始の2ケ月前に  する場合には、使用者の  に、労働者は原則として  

2ケ月前までに使用者に  

（D追加的な糞用負担が発生   

②政客対応に支障   

択した労働時間を変更できない。   「事業の運営を著しく妨  

げない限り」、労働者の  

希望が優先される。  
⑥柔軟労働を希望している期間  

自由選択オプショナル手当）   

0480日を超えた分について   

を保育ママに亨鄭ナて一定の職業活動に従事している  は給付はなくなる。  

40ユーロ、（ロ）3～6歳214．15ユーロ～321 



育介法と均等法の不利益取扱いとなる行為比較表  

強要を行うこと。  
jホ降格させること。  

l  

へ 就業環境を害すること。  
ト 不利益な自宅待機を命ずること。  
チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。   

①実際には労務の不提供や労働能率の低下が生じていないにもかかわらず、女性労働者が、妊娠し、出産し∴M   

宣働基準法に基づく産前休業の請求等をしたことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること   
②賃金について、妊娠・出産等に係る就労しなかった又はできなかった期間（以下「不就労期間」という」分を超えて不  

支給とすること。   

③賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ   

期間休業した疾病等や同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等によ  
る労働能率の低下について不利に取り扱うこと。   

④賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、現   

に妊娠・出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて、休業した、又は労働能率が低M  

として取り扱うこと。  

へ 降格させること。   

ト 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。   
※休業期間又は子の看護休暇を取得した日数を超えて働かなかったものとして取り扱うこと  

リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。  

①実際には労務の不提供や労働能率の低下が生じていないにもかかわらず、女僧労働者が、妊娠し、出産し、   
鱒壬娠をしていない者よりも  
不利に取り扱うこと。  

②人事考課において、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等や  
同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠■出産等による労働能率の低m  

ついて不利に取り扱うこと。  

ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。  
①妊娠した女性労働者が、その従事する職務において業務を遂行する能力があるにもかかわらず、賃金その他の労  

働条件、通勤事情等が劣ることとなる配置の変更を行うこと   

②妊娠・出産等に伴いその従事する職務において業務を遂行することが困難であり配置を変更する必要がある場合  
において、他に当該労働者を従事させることができる適当な職務があるにもかかわらず、特別な理由もな〈当該職  

務と比較して、賃金その他の労働条件、通勤事情等が劣ることとなる配置の変更を行うこL   

③産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと  
ル 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提  

供を拒むこと。   
①妊娠した派遣労働者が、卿こも力、力、わらず、派遣先が派遣  

元事業主に対し、派遣労働者の交替を求めること   
②妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣先が派遣  

元事業主に対し、当該派遣労働者の派遣を拒むこと。  

チ 不利益な配置の変更を行うこと。  

り 就業環境を害すること。  

（通達 平成18＿10＿11雇児発第1011002号）  

「解雇その他不利益な取扱い」の例示  

（通達 平成16．12．28雇児発第1228002号）  
「解雇その他不利益な取扱い」の例示  

① 長期間の昇給停止  

② 期間を定めて雇用される者について更新後の労働契約の期間を短縮すること   
ト①長期間の昇給停止や昇進停止  

嘲②期間を定めて雇用される者について更新後の労働契約の期間を短縮すること  

」  
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育児休業等の申出等に係る不利益取扱い禁止の根拠について  

禁止されている不利益取扱い  

イ 解雇  

口 期間雇用者について、契約の更新をしないこと  
ハ 契約の更新回数の引き下げ  

こ 退職又は非正規社員への変更の強要  

ホ 自宅待機  

へ 座塵  

卜減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと  
チ 不利益な壁畳の変更  

り 就業環境の阻害   

（法第5条）育児休業  

（法第11条）介護休業  

（法第16条の2）子の看護休暇  

・年5日まで  
法第16条の4  




